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企業庁管理規程 

 

三 重 県 企 業 庁 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 六 日  

                        三 重 県 企 業 庁 長   山   神   秀   次    

三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 三 号  

三 重 県 企 業 庁 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 企 業 庁 組 織 規 程 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 本 庁 の 職 制 ）  （ 本 庁 の 職 制 ）  

第 六 条  本 庁 に 、 次 に 掲 げ る 職 を 置 く 。  第 六 条  本 庁 に 、 次 に 掲 げ る 職 を 置 く 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

四  施 設 防 災 危 機 管 理 監   

五 ～ 十 二  （ 略 ）  四 ～ 十 一  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  

（ 職 務 の 権 限 ）  （ 職 務 の 権 限 ）  

第 七 条  前 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 の 職 務 は 、 そ れ ぞ

れ 次 の と お り と す る 。  

第 七 条  前 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 の 職 務 は 、 そ れ ぞ

れ 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

四  施 設 防 災 危 機 管 理 監  上 司 の 命 を 受 け て 施 設

防 災 及 び 危 機 管 理 等 に 関 す る 事 務 を 処 理 す る こ

と 。  

 

五 ～ 九  （ 略 ）  四 ～ 八  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

（ 部 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）  （ 部 の 設 置 及 び 分 掌 事 務 ）  

第 九 条 の 二  （ 略 ）  第 九 条 の 二  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）   ２ ・ ３  （ 略 ）  

４  配 水 運 営 部 の 分 掌 事 務 は 、 水 道 設 備 の う ち 配 水

施 設 に 係 る 維 持 管 理 並 び に 当 該 設 備 の 建 設 及 び 改

良 （ 水 道 事 業 に 係 る も の （ 電 気 設 備 を 除 く 。 ） に

限 る 。 ） に 関 す る こ と と す る 。  

４  配 水 運 営 部 の 分 掌 事 務 は 、 水 道 設 備 の う ち 配 水

施 設 に 係 る 維 持 管 理 に 関 す る こ と と す る 。  

５  施 設 整 備 部 の 分 掌 事 務 は 、 水 道 設 備 の 建 設 及 び

改 良 に 関 す る こ と （ 配 水 運 営 部 の 所 管 に 属 す る も

の を 除 く 。 ） と す る 。  

５  施 設 整 備 部 の 分 掌 事 務 は 、 水 道 設 備 の 建 設 及 び

改 良 に 関 す る こ と と す る 。  

附  則  

こ の 管 理 規 程 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 企 業 庁 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 六 日  

                        三 重 県 企 業 庁 長   山   神   秀   次    

三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 四 号  

三 重 県 企 業 庁 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 企 業 庁 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 程 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 定 義 ）  （ 定 義 ）  
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第 二 条  こ の 管 理 規 程 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ

に よ る 。  

第 二 条  こ の 管 理 規 程 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ

に よ る 。  
一 ～ 十  （ 略 ）  一 ～ 十  （ 略 ）  

十 一  課 長  組 織 規 程 第 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 施

設 防 災 危 機 管 理 監 、 機 電 管 理 監 、 Ｒ Ｄ Ｆ 発 電 監

及 び 検 査 監 並 び に 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 課 長 及

び 担 当 課 長 を い う 。  

十 一  課 長  組 織 規 程 第 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 機

電 管 理 監 、 Ｒ Ｄ Ｆ 発 電 監 及 び 検 査 監 並 び に 同 条

第 二 項 に 規 定 す る 課 長 及 び 担 当 課 長 を い う 。  

十 二 ～ 一 六  （ 略 ）  十 二 ～ 十 六  （ 略 ）  

 別 表 (1
)

の 表 第 七 号 の 項 中 第 十 五 号 を 第 十 八 号 と し 、 第 十 四 号 を 第 十 七 号 と し 、 第 十 三 号 を 第 十 六 号 と し 、 同

号 の 前 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

15 休日の代休日の指定             

(1) 副庁長に係るもの ○            

(2) (1)以外の次長及び課長に係る
もの 

 ○           

(3) 所長及び部長に係るもの     ○   ○     

(4) 前 3 号に掲げる職以外の職に係

るもの 

            

イ 本庁に係るもの   ○          

ロ 事業所に係るもの      ○  ○     

別 表 (1
)

の 表 第 七 号 の 項 中 第 十 二 号 を 第 十 四 号 と し 、 第 十 一 号 を 第 十 三 号 と し 、 第 十 号 中 「 承認 」 の 次 に 「 及

び年次休暇の時季指定 」 を 加 え 、 同 号 を 同 項 第 十 二 号 と し 、 同 号 の 前 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

11 週休日の振替             

(1) 副庁長に係るもの ○            

(2) (1)以外の次長及び課長に係る

もの 

 ○           

(3) 所長及び部長に係るもの     ○   ○     

(4) 前 3 号に掲げる職以外の職に係
るもの 

            

イ 本庁に係るもの   ○          

ロ 事業所に係るもの      ○  ○     

別 表 (1
)

の 表 第 七 号 の 項 中 第 九 号 を 第 十 号 と し 、 第 四 号 か ら 第 八 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 三 号 の 次 に 次

の 一 号 を 加 え る 。  

4  勤務時間及び休憩時間の変更の承

認 

   ○                  

 別 表 (1
)

の 表 第 五 十 五 号 の 項 中 「 昭和 45 年法律第 38 号 」 を 「昭和 45 年法律第 138 号 」 に 改 め る 。  

附  則  

こ の 管 理 規 程 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 企 業 庁 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 六 日  

三 重 県 企 業 庁 長   山   神   秀   次    

三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 五 号  

三 重 県 企 業 庁 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 企 業 庁 職 員 服 務 規 程 （ 昭 和 四 十 九 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 勤 務 時 間 及 び 時 間 外 勤 務 等 ）  （ 勤 務 時 間 等 ）  

第 七 条  （ 略 ）  第 七 条  （ 略 ）  
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２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 勤 務 時 間 及 び 休 憩 時

間 を 変 更 す る 特 別 な 事 由 が あ る と 庁 長 が 認 め る 職

員 の 勤 務 時 間 及 び 休 憩 時 間 は 、 庁 長 が 別 に 定 め

る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 育 児 又 は 介 護 を 行 う

職 員 及 び 時 差 出 勤 勤 務 （ 始 業 及 び 終 業 の 時 刻 を 、

通 常 の 勤 務 時 間 よ り も 早 く 、 又 は 遅 く 、 あ ら か じ

め 定 め ら れ た 特 定 の 時 刻 と す る 勤 務 時 間 の 割 振 り

に よ る 勤 務 を い う 。 ） を 行 う 職 員 の 勤 務 時 間 及 び

休 憩 時 間 は 、 庁 長 が 別 に 定 め る 。  

３  第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 業 務 そ の 他 の 都 合

に よ り 必 要 が あ る 場 合 に お い て は 、 所 属 長 は 、 庁

長 の 承 認 を 得 て 勤 務 時 間 及 び 休 憩 時 間 を 別 に 定 め

る こ と が で き る 。  

 

４  緊 急 か つ 公 務 の 運 営 上 や む を 得 な い 場 合 に お い

て は 、 所 属 長 は 、 前 三 項 の 規 定 に 基 づ き 定 め ら れ

た 休 憩 時 間 を 臨 時 に 変 更 す る こ と が で き る 。  

３  緊 急 か つ 公 務 の 運 営 上 や む を 得 な い 場 合 に お い

て は 、 所 属 長 は 、 前 二 項 の 規 定 に 基 づ き 定 め ら れ

た 休 憩 時 間 を 臨 時 に 変 更 す る こ と が で き る 。  

５  庁 長 は 、 公 務 の た め 臨 時 又 は 緊 急 の 必 要 が あ る

場 合 に は 、 第 五 条 、 第 七 条 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第

三 項 、 第 八 条 並 び に 第 八 条 の 二 に 規 定 す る 勤 務 時

間 （ 以 下 「 正 規 の 勤 務 時 間 」 と い う 。 ） 以 外 の 時

間 に お い て 職 員 に 勤 務 を す る こ と を 命 じ る こ と が

で き る 。 た だ し 、 当 該 職 員 が 育 児 短 時 間 勤 務 職 員

等 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 公 務 の 運 営 に 著 し い 支

障 が 生 じ る と 認 め ら れ る 場 合 と し て 庁 長 が 別 に 定

め る 場 合 に 限 り 、 正 規 の 勤 務 時 間 以 外 の 時 間 に お

い て 勤 務 を す る こ と を 命 じ る こ と が で き る 。  

 

（ 育 児 又 は 介 護 を 行 う 職 員 の 深 夜 勤 務 及 び 時 間 外

勤 務 の 制 限 ）  

（ 育 児 又 は 介 護 を 行 う 職 員 の 深 夜 勤 務 及 び 時 間 外

勤 務 の 制 限 ）  

第 七 条 の 二  （ 略 ）  第 七 条 の 二  （ 略 ）  

２  庁 長 は 、 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 子 の

あ る 職 員 が 、 勤 務 時 間 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の

例 に よ り 、 当 該 子 を 養 育 す る た め に 請 求 し た 場 合

に は 、 当 該 請 求 を し た 職 員 の 業 務 を 処 理 す る た め

の 措 置 を 講 じ る こ と が 著 し く 困 難 で あ る 場 合 を 除

き 、 一 月 に つ い て 二 十 四 時 間 、 一 年 に つ い て 百 五

十 時 間 を 超 え て 、 正 規 の 勤 務 時 間 以 外 の 時 間 に 勤

務 （ 災 害 そ の 他 避 け る こ と の で き な い 事 由 に 基 づ

く 臨 時 の 勤 務 を 除 く 。 第 四 項 及 び 次 条 に お い て 同

じ 。 ） を さ せ て は な ら な い 。  

２  庁 長 は 、 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 子 の

あ る 職 員 が 、 勤 務 時 間 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の

例 に よ り 、 当 該 子 を 養 育 す る た め に 請 求 し た 場 合

に は 、 当 該 請 求 を し た 職 員 の 業 務 を 処 理 す る た め

の 措 置 を 講 じ る こ と が 著 し く 困 難 で あ る 場 合 を 除

き 、 一 月 に つ い て 二 十 四 時 間 、 一 年 に つ い て 百 五

十 時 間 を 超 え て 、 第 五 条 、 第 七 条 、 第 八 条 及 び 第

八 条 の 二 に 規 定 す る 勤 務 時 間 （ 以 下 「 正 規 の 勤 務

時 間 」 と い う 。 ） 以 外 の 時 間 に 勤 務 （ 災 害 そ の 他

避 け る こ と の で き な い 事 由 に 基 づ く 臨 時 の 勤 務 を

除 く 。 第 四 項 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 ） を さ せ て

は な ら な い 。  

３  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

４  庁 長 は 、 要 介 護 者 の あ る 職 員 が 、 勤 務 時 間 条 例

の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ り 、 当 該 要 介 護 者 を

介 護 す る た め に 請 求 し た 場 合 に は 、 当 該 請 求 を し

た 職 員 の 業 務 を 処 理 す る た め の 措 置 を 講 じ る こ と

が 著 し く 困 難 で あ る 場 合 を 除 き 、 一 月 に つ い て 二

十 四 時 間 、 一 年 に つ い て 百 五 十 時 間 を 超 え て 、 正

規 の 勤 務 時 間 以 外 の 時 間 に 勤 務 を さ せ て は な ら な

い 。  

４  庁 長 は 、 要 介 護 者 の あ る 職 員 が 、 勤 務 時 間 条 例

の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ り 、 当 該 要 介 護 者 を

介 護 す る た め に 請 求 し た 場 合 に は 、 当 該 請 求 を し

た 職 員 の 業 務 を 処 理 す る た め の 措 置 を 講 じ る こ と

が 著 し く 困 難 で あ る 場 合 を 除 き 、 一 月 に つ い て 二

十 四 時 間 、 一 年 に つ い て 百 五 十 時 間 を 越 え て 、 正

規 の 勤 務 時 間 以 外 の 時 間 に 勤 務 を さ せ て は な ら な

い 。  

５  （ 略 ）  ５  （ 略 ）  

（ 時 間 外 勤 務 代 休 時 間 ）  （ 時 間 外 勤 務 代 休 時 間 ）  

第 八 条 の 四  庁 長 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 第 八 条 の 四  庁 長 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭
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和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） 第 十 四 条 第 四

項 の 規 定 の 例 に よ り 時 間 外 勤 務 手 当 を 支 給 す べ き

職 員 に 対 し て 、 勤 務 時 間 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員

の 例 に よ り 、 当 該 時 間 外 勤 務 手 当 の 一 部 の 支 給 に

代 わ る 措 置 の 対 象 と な る べ き 時 間 （ 以 下 「 時 間 外

勤 務 代 休 時 間 」 と い う 。 ） と し て 、 庁 長 が 別 に 定

め る 期 間 内 に あ る 第 八 条 第 二 項 又 は 第 八 条 の 二 の

規 定 に よ り 勤 務 時 間 が 割 り 振 ら れ た 日 （ 次 条 第 二

項 に お い て 「 勤 務 日 等 」 と い う 。 ） の う ち 次 条 第

二 項 に 規 定 す る 休 日 及 び 代 休 日 を 除 い た 日 に 割 り

振 ら れ た 勤 務 時 間 の 全 部 又 は 一 部 を 指 定 す る こ と

が で き る 。  

和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） 第 十 四 条 第 四

項 の 規 定 の 例 に よ り 時 間 外 勤 務 手 当 を 支 給 す べ き

職 員 に 対 し て 、 勤 務 時 間 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員

の 例 に よ り 、 当 該 時 間 外 勤 務 手 当 の 一 部 の 支 給 に

代 わ る 措 置 の 対 象 と な る べ き 時 間 （ 以 下 「 時 間 外

勤 務 代 休 時 間 」 と い う 。 ） と し て 、 庁 長 が 別 に 定

め る 期 間 内 に あ る 第 八 条 第 二 項 、 第 八 条 の 二 又 は

第 十 条 の 規 定 に よ り 勤 務 時 間 が 割 り 振 ら れ た 日

（ 次 条 第 二 項 に お い て 「 勤 務 日 等 」 と い う 。 ） の

う ち 次 条 第 二 項 に 規 定 す る 休 日 及 び 代 休 日 を 除 い

た 日 に 割 り 振 ら れ た 勤 務 時 間 の 全 部 又 は 一 部 を 指

定 す る こ と が で き る 。  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  

（ 庁 長 に よ る 年 次 休 暇 の 時 季 指 定 ）   

第 十 二 条 の 三  庁 長 は 、 年 次 休 暇 が 十 日 以 上 与 え ら

れ た 職 員 に 対 し て は 、 一 月 一 日 か ら 十 二 月 三 十 一

日 ま で の 間 に 、 当 該 職 員 の 有 す る 年 次 休 暇 の 日 数

の う ち 五 日 （ 職 員 が そ の 請 求 し た 時 季 に 年 次 休 暇

（ 一 日 又 は 半 日 を 単 位 と す る も の に 限 る 。 ） を 受

け た 場 合 に あ つ て は 、 五 日 か ら 当 該 日 数 （ 五 日 を

超 え る 場 合 は 、 五 日 と す る 。 ） を 減 じ て 得 た 日

数 ） に つ い て 、 当 該 職 員 の 意 見 を 聴 取 し 、 そ の 意

見 を 尊 重 し た 上 で 、 あ ら か じ め 時 季 を 指 定 し て 与

え な け れ ば な ら な い 。  

 

２  前 項 の 規 定 に よ り 職 員 に 時 季 を 指 定 し て 与 え る

年 次 休 暇 は 、 一 日 又 は 半 日 を 単 位 と す る も の に 限

る 。  

 

３  年 の 中 途 に お い て 新 た に 職 員 と な つ た 者 に 係 る

前 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 庁 長 が 別 に 定 め

る 。  

 

第 5 号様式の 2（第 16 条の 4 関係） 第 5 号様式の 2（第 16 条の 4 関係） 

 介 護 休 暇 簿 

 

 介 護 休 暇 簿  

 

（略） 

（
第
一
面
） 

 

（略） 

（
第
一
面
） 

（注）１・２ （略） 

３  総務事務システムを利用する場合に

は、様式の一部を変更することができ

る。 

（注）１・２ （略） 

 

（略） 

（
第
二
面
） 

 

（略） 

（
第
二
面
） 

（注）１～３ （略） 

４  総務事務システムを利用する場合に

は、様式の一部を変更することができ

る。 

（注）１～３ （略） 
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（略） 

（
第
三
面
） 

 

（略） 

（
第
三
面
） 

（注）１ ※印の欄は職員が記入し、又は押印す

ること。 

２  総務事務システムを利用する場合に

は、様式の一部を変更することができ

る。 

（注） ※印の欄は職員が記入し、又は押印する

こと。 

 

第 5 号様式の 3（第 16 条の 5 関係） 第 5 号様式の 3（第 16 条の 5 関係） 

 介 護 時 間 休 暇 簿 

 

 介 護 時 間 休 暇 簿  

 

（略） 

（
第
一
面
） 

 

（略） 

（
第
一
面
） 

（注）１～３ （略） 

４  総務事務システムを利用する場合に

は、様式の一部を変更することができ

る。 

（注）１～３ （略） 

 

（略） 

（
第
二
面
） 

 

（略） 

（
第
二
面
） 

（注）１ ※印の欄は職員が記入し、又は押印す

ること。 

２  総務事務システムを利用する場合に

は、様式の一部を変更することができ

る。 

（注） ※印の欄は職員が記入し、又は押印する

こと。 

 

 

 

（略） 

（
第
三
面
） 

 

（略） 

（
第
三
面
） 

（注）１ ※印の欄は職員が記入し、又は押印す

ること。 

２  総務事務システムを利用する場合に

は、様式の一部を変更することができ

る。 

（注） ※印の欄は職員が記入し、又は押印する

こと。 

 

第 七 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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附  則  

 こ の 管 理 規 程 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 第 十 二 条 の 三 の 規 定 は 、 平 成 三 十 一 年 一 月 一 日

か ら 適 用 す る 。  

 

企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 六 日  

                             三 重 県 企 業 庁 長   山   神   秀   次    

三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 六 号  

   企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

 企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 （ 昭 和 四 十 二 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 五 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別表第一（第二条関係） 別表第一（第二条関係） 

等級別基準職務表 等級別基準職務表 

 職務の

級 
基準となる職務 職名 

  職務の

級 
基準となる職務 職名 

 

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 6 級 1  本庁の課長の

職務 

2  所長、副所長

又は部長の職務

（条例第 10 条

の規定により管

理職手当を支給

さ れ る 職 に 限

る。） 

3  副参事の職務 

次 長 又 は 担 当 次 長

（ 課 長 級 の 職 に 限

る。） 

施設防災危機管理監 

機電管理監 

ＲＤＦ発電監 

検査監 

本庁の課長又は担当

課長 

副参事 

所長又はセンター長 

副所長 

部長 

  6 級 1  本庁の課長の

職務 

2  所長、副所長

又は部長の職務

（条例第 10 条

の規定により管

理職手当を支給

さ れ る 職 に 限

る。） 

3  副参事の職務 

次 長 又 は 担 当 次 長

（ 課 長 級 の 職 に 限

る。） 

 

機電管理監 

ＲＤＦ発電監 

検査監 

本庁の課長又は担当

課長 

副参事 

所長又はセンター長 

副所長 

部長 

 

  （略） （略）    （略） （略）  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 備考 （略）   備考 （略）  

別 表 第 二 （ 第 四 条 関 係 ）  別 表 第 二 （ 第 四 条 関 係 ）  

 組 織  職  区 分    組 織  職  区 分   

 本 庁  （ 略 ）  （ 略 ）    本 庁  （ 略 ）  （ 略 ）   

   課 長 （ 課 長 級 の 職 に あ つ て

は 、 管 理 者 が 別 に 定 め る も の

に 限 り 、 課 長 補 佐 級 の 職 に あ

つ て は 、 職 の 区 分 が 十 一 種 と

定 め ら れ て い る も の を 除

く 。 ）  

十 種      課 長 （ 課 長 級 の 職 に あ つ て

は 、 管 理 者 が 別 に 定 め る も の

に 限 り 、 課 長 補 佐 級 の 職 に あ

つ て は 、 職 の 区 分 が 十 一 種 と

定 め ら れ て い る も の を 除

く 。 ）  

十 種   

  施 設 防 災 危 機 管 理 監         

   機 電 管 理 監        機 電 管 理 監     

   Ｒ Ｄ Ｆ 発 電 監        Ｒ Ｄ Ｆ 発 電 監     

   担 当 課 長 （ 管 理 者 が 別 に 定 め

る も の に 限 る 。 ）  

      担 当 課 長 （ 管 理 者 が 別 に 定 め

る も の に 限 る 。 ）  

   

   検 査 監        検 査 監     
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             （ 略 ）  （ 略 ）     （ 略 ）  （ 略 ）   

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

  

   附  則  

 こ の 管 理 規 程 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 企 業 庁 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 六 日  

                        三 重 県 企 業 庁 長   山   神   秀   次    

三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 七 号  

三 重 県 企 業 庁 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 企 業 庁 会 計 規 程 （ 平 成 十 九 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 課 長 又 は 所 長 へ の 委 任 ）  （ 課 長 又 は 所 長 へ の 委 任 ）  

第 七 条  次 に 掲 げ る 事 務 は 、 当 該 事 務 を 所 掌 す る 課

長 （ 第 五 号 に 掲 げ る 事 務 に あ っ て は 、 財 務 管 理 課

長 ） 又 は 所 長 に 委 任 す る 。 た だ し 、 第 二 号 及 び 第

五 号 に 掲 げ る 事 務 に つ い て は 、 三 重 県 企 業 庁 事 務

決 裁 及 び 委 任 規 程 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 企 業 庁 管 理

規 程 第 二 号 ） 第 三 条 の 規 定 に よ り 、 班 長 又 は 同 規

程 第 四 条 の 規 定 に よ り 、 北 勢 水 道 事 務 所 部 長 若 し

く は 課 長 若 し く は そ の 他 の 事 業 所 の 副 所 長 若 し く

は 課 長 が 専 決 す る 事 項 に あ っ て は 、 当 該 専 決 者 に

専 決 さ せ る も の と す る 。  

第 七 条  次 に 掲 げ る 事 務 は 、 当 該 事 務 を 所 掌 す る 課

長 （ 第 五 号 に 掲 げ る 事 務 に あ っ て は 、 財 務 管 理 課

長 ） 又 は 所 長 に 委 任 す る 。 た だ し 、 第 二 号 及 び 第

五 号 に 掲 げ る 事 務 に つ い て は 、 三 重 県 企 業 庁 事 務

決 裁 及 び 委 任 規 程 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 企 業 庁 管 理

規 程 第 二 号 ） 第 四 条 の 規 定 に よ り 、 北 勢 水 道 事 務

所 部 長 若 し く は 課 長 又 は そ の 他 の 事 業 所 の 副 所

長 、 支 所 長 若 し く は 課 長 が 専 決 す る 事 項 に あ っ て

は 、 当 該 専 決 者 に 専 決 さ せ る も の と す る 。  

一 ～ 六  （ 略 ）  一 ～ 六  （ 略 ）  

（ 貯 蔵 品 保 有 計 画 ）  （ 貯 蔵 品 保 有 計 画 ）  

第 九 十 一 条  所 の 長 は 、 別 表 第 四 に 定 め る 区 分 に 従

い 翌 事 業 年 度 の 貯 蔵 品 保 有 計 画 書 （ 第 五 十 一 号 様

式 ） を 作 成 し 、 十 二 月 二 十 日 ま で に 事 業 を 担 当 す

る 課 の 課 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

第 九 十 一 条  所 の 長 は 、 別 表 第 四 に 定 め る 区 分 に 従

い 翌 事 業 年 度 の 貯 蔵 品 保 有 計 画 書 （ 第 五 十 一 号 様

式 ） を 作 成 し 、 一 月 二 十 日 ま で に 事 業 を 担 当 す る

課 の 課 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  

（ 購 入 ）  （ 購 入 ）  

第 百 五 条  固 定 資 産 を 購 入 し よ う と す る 場 合 は 、 課

長 又 は 所 長 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 文 書 に

よ っ て 庁 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

第 百 五 条  固 定 資 産 を 購 入 し よ う と す る 場 合 は 、 課

長 又 は 所 長 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 文 書 に

よ っ て 庁 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  

三  設 計 金 額  

四 ～ 六  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

一 ・ 二  （ 略 ）  

三  予 定 価 格 及 び 単 価  

四 ～ 六  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

（ 工 事 の 施 行 ）  （ 工 事 の 施 行 ）  

第 百 八 条  建 設 改 良 工 事 を 施 行 し よ う と す る 場 合

は 、 課 長 又 は 所 長 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た

文 書 に よ っ て 庁 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な

い 。  

第 百 八 条  建 設 改 良 工 事 を 施 行 し よ う と す る 場 合

は 、 課 長 又 は 所 長 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た

文 書 に よ っ て 庁 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な

い 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  

四  設 計 金 額  

五 ～ 七  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

一 ～ 三  （ 略 ）  

四  予 定 価 格  

五 ～ 七  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  
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（ 売 却 等 ）  （ 売 却 等 ）  

第 百 十 九 条  課 長 又 は 所 長 は 、 固 定 資 産 を 売 却 し 、

撤 去 し 、 又 は 廃 棄 し よ う と す る 場 合 は 、 次 に 掲 げ

る 事 項 を 明 ら か に し た 文 書 に よ っ て 庁 長 の 決 裁 を

受 け な け れ ば な ら な い 。  

第 百 十 九 条  課 長 又 は 所 長 は 、 固 定 資 産 を 売 却 し 、

撤 去 し 、 又 は 廃 棄 し よ う と す る 場 合 は 、 次 に 掲 げ

る 事 項 を 明 ら か に し た 文 書 に よ っ て 庁 長 の 決 裁 を

受 け な け れ ば な ら な い 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  

四  設 計 金 額  

五 ・ 六  （ 略 ）  

一 ～ 三  （ 略 ）  

四  予 定 価 格  

五 ・ 六  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

附  則  

 こ の 管 理 規 程 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

病院事業庁管理規程 

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 六 日  

                三 重 県 病 院 事 業 庁 長   長  谷  川   耕   一    

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 五 号  

三 重 県 病 院 事 業 庁 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 病 院 事 業 庁 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 程 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  

別 表 第 一 (1
)

一 般 事 務 の 表 第 四 号 の 項 及 び 第 五 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

4 三重 県 情 報公 開
条例（平成 11 年

三重県条例第 42
号） の 施 行に 関
する事務  

条例第 12 条各項の規定による決定並びに
第 13 条第 2 項及び第 14 条の規定による

延長  

              

  (1) 課の所掌に属する場合    ○           

  (2) 県立病院の所掌に属する場合         ○     

5 三重 県 個 人情 報
保護 条 例 （平 成

14 年三重県条例
第 1 号）の施行
に関する事務  

1  条例第 20 条の規定による決定並びに
第 21 条第 2 項及び第 22 条の規定によ

る延長  

              

  (1) 課の所掌に属する場合    ○           

  (2) 県立病院の所掌に属する場合         ○     

 2  条例第 33 条第１項及び第 2 項の規定
による決定並びに条例第 34 条第 2 項に

おいて準用する条例第 21 条第 2 項及び
第 35 条の規定による延長  

              

    (1) 課の所掌に属する場合    ○           

    (2) 県立病院の所掌に属する場合         ○     

   3  条例第 40 条第 1 項及び第 2 項の規定
による決定並びに第 41 条第 2 項におい

て準用する条例第 21 条第 2 項及び第
42 条の規定による延長  

              

    (1) 課の所掌に属する場合    ○           

    (2) 県立病院の所掌に属する場合         ○     

別 表 第 一 (4
)

財 産 に 関 す る 事 務 の 表 第 四 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 
 
4 

行政財産の貸付け
及び目的外使用の
許可並びに普通財

産の貸付け 

有償   全額    全額   

金額は、1 件当た
りの金額又は減
額前の見積金額

をいう。 

無償   全額    全額     
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  更新   全額    全額     

附  則  

 こ の 管 理 規 程 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 六 日  

三 重 県 病 院 事 業 庁 長   長  谷  川   耕   一    

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 六 号  

   三 重 県 病 院 事 業 庁 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 病 院 事 業 庁 職 員 服 務 規 程 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

 改   正   後  改   正   前  

（ 勤 務 時 間 ）  （ 勤 務 時 間 ）  

第 十 二 条  （ 略 ）  第 十 二 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 勤 務 時 間 及 び 休 憩

時 間 を 変 更 す る 特 別 な 事 由 が あ る と 事 業 庁 長 が 認

め る 病 院 事 業 職 員 の 勤 務 時 間 及 び 休 憩 時 間 は 、 事

業 庁 長 が 別 に 定 め る 。  

３  第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 育 児 又 は 介 護 を 行

う 病 院 事 業 職 員 及 び 時 差 出 勤 勤 務 （ 始 業 及 び 終 業

の 時 刻 を 、 通 常 の 勤 務 時 間 よ り も 早 く 、 又 は 遅

く 、 あ ら か じ め 定 め ら れ た 特 定 の 時 刻 と す る 勤 務

時 間 の 割 振 り に よ る 勤 務 を い う 。 ） を 行 う 病 院 事

業 職 員 の 勤 務 時 間 及 び 休 憩 時 間 は 、 事 業 庁 長 が 別

に 定 め る 。  

（ 時 間 外 勤 務 ）  （ 時 間 外 勤 務 ）  

第 十 四 条  （ 略 ）  第 十 四 条  （ 略 ）  

２  前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 正 規 の 勤 務 時 間 以

外 の 時 間 に お け る 勤 務 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 勤 務

時 間 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る も の と す

る 。  

 

（ 年 次 有 給 休 暇 ）  （ 年 次 有 給 休 暇 ）  

第 二 十 一 条  （ 略 ）  第 二 十 一 条  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  

４  事 業 庁 長 は 、 年 次 有 給 休 暇 の 日 数 が 十 日 以 上 で

あ る 病 院 事 業 職 員 に 対 し て は 、 一 月 一 日 か ら 十 二

月 三 十 一 日 ま で の 間 に 、 当 該 病 院 事 業 職 員 の 有 す

る 年 次 有 給 休 暇 の 日 数 の う ち 五 日 （ 前 項 の 規 定 に

よ り 年 次 有 給 休 暇 （ 一 日 又 は 半 日 を 単 位 と す る も

の に 限 る 。 ） を 与 え た 場 合 に あ っ て は 、 五 日 か ら

当 該 与 え た 日 数 （ 五 日 を 超 え る 場 合 は 、 五 日 と す

る 。 ） を 減 じ て 得 た 日 数 ） に つ い て 、 当 該 病 院 事

業 職 員 の 意 見 を 聴 取 し 、 そ の 意 見 を 尊 重 し た 上

で 、 あ ら か じ め 時 季 を 指 定 し て 与 え な け れ ば な ら

な い 。  

 

５  前 項 の 規 定 に よ り 病 院 事 業 職 員 に 時 季 を 指 定 し

て 与 え る 年 次 有 給 休 暇 は 、 一 日 又 は 半 日 を 単 位 と

す る も の に 限 る 。  

 

６  年 の 途 中 に お い て 新 た に 職 員 と な っ た 者 に 係 る

第 四 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 事 業 庁 長 が 別 に

定 め る 。  
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附  則  

 こ の 管 理 規 程 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 第 二 十 一 条 の 規 定 は 、 平 成 三 十 一 年 一 月 一 日 か

ら 適 用 す る 。  

 

 三 重 県 病 院 事 業 庁 長 の 管 理 に 属 す る 行 政 財 産 の 貸 付 け 又 は 目 的 外 使 用 許 可 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理

規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 六 日  

三 重 県 病 院 事 業 庁 長   長  谷  川   耕   一    

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 七 号  

   三 重 県 病 院 事 業 庁 長 の 管 理 に 属 す る 行 政 財 産 の 貸 付 け 又 は 目 的 外 使 用 許 可 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る

管 理 規 程  

 三 重 県 病 院 事 業 庁 長 の 管 理 に 属 す る 行 政 財 産 の 貸 付 け 又 は 目 的 外 使 用 許 可 に 関 す る 規 程 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 病

院 事 業 庁 管 理 規 程 第 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 貸 付 け 等 の 手 続 ）  （ 貸 付 け 等 の 手 続 ）  

第 七 条  貸 付 け 等 を 受 け よ う と す る 者 は 、 行 政 財 産

貸 付 （ 目 的 外 使 用 許 可 ） 申 請 書 （ 第 一 号 様 式 ） を

事 業 庁 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

第 七 条  貸 付 け 等 を 受 け よ う と す る 者 は 、 行 政 財 産

貸 付 （ 目 的 外 使 用 許 可 ） 申 請 書 （ 第 一 号 様 式 ） を

院 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

第 1 号様式（第 7 条関係） 

行政財産貸付（目的外使用許可）申請書 

年  月  日 

三重県病院事業庁長 宛て 

（略） 

第 1 号様式（第 7 条関係） 

行政財産貸付（目的外使用許可）申請書 

平成  年  月  日 

三重県立病院長 あて 

（略） 

附  則  

こ の 管 理 規 程 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

訓 令 

 

三重県訓令第 2号 

庁 中 一 般 

地 域 機 関 

三重県職員の服務に関する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。 

平成 31 年 3 月 26 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

三重県職員の服務に関する訓令の一部を改正する訓令 

三重県職員の服務に関する訓令（昭和 55年三重県訓令第 7号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

（勤務時間等） （勤務時間等） 

第 11 条 （略） 第 11 条 （略） 

２ 前項本文の規定にかかわらず、勤務時間及び休

憩時間を変更する特別な事由があると知事が認め

る職員の勤務時間及び休憩時間は、知事が別に定

める。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、育児又は介護を

行う職員及び時差出勤勤務（始業及び終業の時刻

を、通常の勤務時間よりも早く、又は遅く、あら

かじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割

振りによる勤務をいう。）を行う職員の勤務時間
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及び休憩時間は、知事が別に定める。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

第 2 号様式を次のように改める。 
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第 2 号様式（第 5 条関係） 

 

備考 用紙の大きさは、縦 5.4 センチメートル、横 8.6 センチメートルとする。 

 

 

写  真 

 

(3.2×2.4) 

第      号 
 三    重    県    職    員    証 

有効期限 

発 行 

年 月 日

年 月 日

氏名 

三  重  県
印 
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次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

第 18 号様式（第 14 条関係） 第 18 号様式（第 14 条関係） 

 介 護 休 暇 簿 

 

 介 護 休 暇 簿  

 

（略） 

（
第
一
面
） 

 

（略） 

（
第
一
面
） 

（注）１・２ （略） 

３  総務事務システムを利用する場合に

は、様式の一部を変更することができ

る。 

（注）１・２ （略） 

 

（略） 

（
第
二
面
） 

 

（略） 

（
第
二
面
） 

（注）１～３ （略） 

４  総務事務システムを利用する場合に

は、様式の一部を変更することができ

る。 

（注）１～３ （略） 

 

 

（略） 

（
第
三
面
） 

 

（略） 

（
第
三
面
） 

（注）１ ※印の欄は職員が記入し、又は押印す

ること。 

２  総務事務システムを利用する場合に

は、様式の一部を変更することができ

る。 

（注） ※印の欄は職員が記入し、又は押印す

ること。 

 

第 19 号様式（第 14 条関係） 第 19 号様式（第 14 条関係） 

 介 護 時 間 休 暇 簿 

 

 介 護 時 間 休 暇 簿  

 

（略） 

（
第
一
面
） 

 

（略） 

（
第
一
面
） 

（注）１～３ （略） 

４  総務事務システムを利用する場合に

は、様式の一部を変更することができ

る。 

（注）１～３ （略） 

 

（略） 

（
第
二
面
） 

 

（略） 

（
第
二
面
） 

（注）１ ※印の欄は職員が記入し、又は押印す

ること。 

２  総務事務システムを利用する場合に

は、様式の一部を変更することができ

（注） ※印の欄は職員が記入し、又は押印す

ること。 
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る。 

 

（略） 

（
第
三
面
） 

 

（略） 

（
第
三
面
） 

（注）１ ※印の欄は職員が記入し、又は押印す

ること。 

２  総務事務システムを利用する場合に

は、様式の一部を変更することができ

る。 

（注） ※印の欄は職員が記入し、又は押印す

ること。 

 

附 則 

この訓令は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 
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発行  三  重  県 

三重県津市広明町 13 番地 

三重県総務部法務・文書課 

電話 059-224-2163 

三重県公報は三重県ホームページにも掲載しています｡ http://www.pref.mie.lg.jp/ 
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